
今年も三市でやります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１５日は「遺言の日」（ゆ(よ)いごん)」の日です。 

兵庫県弁護士会では，遺言・相続への知識普及のため， 

全て無料の弁護士講演会・法律相談会（予約不要・先着順） 

を下記の日程で実施します（いずれの会場でも講演終了後， 

個別に無料法律相談が受けられます。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各会場へは公共交通機関をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

「遺言と相続」 無料講演・無料相談会 

日時 ２０１８年４月１７日（火） １３：３０～１６：００ 

場所 
なでしこホール 
 阪急西宮北口駅 南西口すぐ（西宮市高松町 5-39 なでしこビル 8 階） 

日時 ２０１８年４月１９日（木） １３：３０～１６：００ 

場所 
尼崎市立すこやかプラザホールＢ室 

ＪＲ立花駅直結（尼崎市七松町 1-3-1-502 フェスタ立花南館 5 階） 

日時 ２０１８年４月２１日（土） １４：００～１６：３０ 

場所 
芦屋ラポルテホール 
ＪＲ西宮駅直結（芦屋市船戸町４－１ラポルテ本館３階） 

主催:日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会・同阪神支部 

後援：芦屋市・西宮市・尼崎市 

お問合せ先：℡ ０６－４８６９－７６１３ 兵庫県弁護士会阪神支部 

あなたの身近な 西宮 芦屋 尼崎の弁護士による 


